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１．法令等の探し方のヒント

法令の探し方のヒントをいくつかご紹介します。

指導の根拠は、いつでも法令です。

そして、法令はあくまでも最低基準について定めたものです。

法令が守られていない場合は、行政処分の対象となることがありますので、

事業運営にあたり、しっかりと法令を確認してください。
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法令等の探し方のヒント①省令・告示・通知

「厚生労働省法令等データベースサービス」では、法令や通知の検索が可能です。

4



WAM NETでは、サービスごとの指定基準や報酬関係のQ&Aを検索することができます。
キーワード検索も可能です。

法令等の探し方のヒント②Q＆A

5



豊中市の条例・規則等については、豊中市ホームページから調べることができます。

法令等の探し方のヒント③豊中市条例
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２．報酬改定の探し方のヒント

令和6年度の報酬改定については、

厚生労働省・こども家庭庁のホームページに各種資料が掲載されています。

該当サービスの内容をよくご確認の上、適正な事業所運営を行ってください。

・改定の概要

・改正（省令・告示・解釈通知・留意事項通知 等）

・令和6年度報酬改定に関するQ&A

・通知・事務連絡

・加算の届出様式 等

（内容は令和6年7月31日時点）
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【厚生労働省】ホームページ

ホーム

⇒ 政策について

⇒ 分野別の政策一覧

⇒ 福祉・介護

⇒ 障害者福祉

⇒ 令和６年度障害福祉サービス

等報酬改定について
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【こども家庭庁】ホームページ

ホーム

⇒ 政策

⇒ 障害児支援

⇒ 障害児支援施策

⇒ 令和６年度障害福祉サービス

等報酬改定について
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３．根拠法令の紐づけのヒント

根拠法令は、サービスごとに異なります。

ここでは、サービス提供の基本となる根拠法令についてご説明します。

日々の事業所運営では、基準に則したサービス提供を行っていることと思いますが、

改めてご確認ください。
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根拠法令一覧表【人員・設備・運営基準】

サービス 令和6年度 改正省令 基準省令 解釈通知

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

療養介護

生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

障害者支援施設 障害者支援施設等
令和6年厚生労働省令

第17号
省令第172号 H19年障発第0126001号

地域移行支援

地域定着支援

計画相談支援 計画相談支援 省令第28号 H24年障発0330第22号

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児相談支援 障害児相談支援 省令第29号 H24年障発0330第23号

令和6年内閣府・

厚生労働省令第3号

令和6年内閣府・

厚生労働省令第3号

令和6年内閣府令第5号

障害児入所施設等 省令第16号 H24年障発0330第13号

障

害

児

障害児通所支援 省令第15号 H24年障発0330第12号

地域相談支援 省令第27号 H24年障発0330第21号

障

害

者

障害福祉サービス 省令第171号 H18年障発第1206001号
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根拠法令一覧表【報酬基準】

サービス 令和6年度 改正告示 報酬告示 留意事項通知

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

療養介護

生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

施設入所支援

地域移行支援

地域定着支援

計画相談支援 計画相談支援 告示第125号

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児相談支援 障害児相談支援 告示第126号

令和6年こども家庭庁

告示第3号

告示第122号

H24年障発0330第16号

障害児入所施設等 告示第123号

障

害

児

障害児通所支援

令和6年こども家庭庁・

厚生労働省告示第3号

告示第523号

H18年障発第1031001号

地域相談支援 告示第124号

障

害

者

障害福祉サービス
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＊サービスによっては、サービス提供の際にご留意いただきたい関係告示があります。
一部を抜粋して掲載しておりますので、詳細は集団指導のサービス別資料をご確認ください。

このような
ページです。
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＊『改善報告書』（運営指導において指摘事項のあった事業所に提出を求めるもの）の最終ページにも
スライドｐ11・12と同様の根拠法令をサービスにより抜粋して記載しています。

市条例も
あります。



４．基準の読み方のヒント

ここで紹介する報酬改定の見方や基準の読み方は、あくまでも一例です。

基準を確認する際の参考にしてください。
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【報酬改定】①省令の読み方

16

居宅介護の場合、

○令和６年度 改正省令
…『令和6年内閣府・

厚生労働省令第3号』

○基準省令
…『省令第171号』



まずは厚生労働省ホームページを確認。

17

下へスクロールすると…

これが改正省令・改正告示

これが居宅介護の令和６年度 改正省令
『令和6年内閣府・厚生労働省令第3号』
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『内閣府・厚生労働省令第3号』
と記載されている。
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検索ボタンを押して、
居宅介護の基準省令『省令第171号』の
「百七十一」を検索ワードとして入力。

（参考）
この「第二条」は、改正省令である
『内閣府・厚生労働省令第3号』の
第二条。
この条に、『省令171号』の改正点
が記載されているということ。

『省令第171号』の改正ページが
表示される。
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１２

第26条『居宅介護計画の作成』の

第２項・第３項が一部改正されている。

※上段が改正後、下段が改正前。

傍線部分が改正部分。

第27～29条は記載なし。

（＝今回は改正なし）

第30条『管理者及びサービス提供責任者の責務』の

第４項が新設されている。

１

２

報酬改定の見方（例）



【報酬改定】②解釈通知の読み方
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居宅介護の場合、

○解釈通知
…『H18年障発第1206001号』



まずは厚生労働省ホームページを確認。
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下へスクロールすると…

この解釈通知に居宅介護が含まれている。
※PDFを開いて確認、詳細は次ページ
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１枚目の赤枠部分から、
『H18年障発第1206001号』であることを確認。



24

ｐ20～、居宅介護の項目が始まっている。



25

ページをめくると、省令改正のあった第30条
『管理者及びサービス提供責任者の責務』の

解釈通知も、一部改正されていることがわかる。



【報酬改定】③告示の読み方

26

居宅介護の場合、

○令和６年度 改正告示
…『令和6年こども家庭庁・

厚生労働省告示第3号』

○報酬告示
…『告示第523号』



まずは厚生労働省ホームページを確認。

27

下へスクロールすると…

これが改正省令・改正告示

これが居宅介護の令和６年度 改正告示
『令和6年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号』



28

『こども家庭庁・厚生労働省告示第3号』
と記載されている。

次ページから『告示第523号』の
改正点が続く。



29

ｐ3～、居宅介護の項目が始まっている。



【報酬改定】④留意事項通知の読み方
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居宅介護の場合、

○留意事項通知
…『H18年障発第1031001号』



まずは厚生労働省ホームページを確認。
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下へスクロールすると…

この留意事項通知に居宅介護が含まれている。
※PDFを開いて確認、詳細は次ページ
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１枚目の赤枠部分から、
『H18年障発第1031001号』であることを確認。



33

ｐ46～、居宅介護の項目が始まっている。


